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令和４年３月２９日 
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３月29日（火）香取市農業委員会会長 伊藤 寛は、下記議案審議のため、農業委員会総会

を本庁５階大会議室に招集した。 

 

日程第１  議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第２  議案第２号 農地法第５条の規定による許可処分の取消願について 

日程第３  議案第３号 農地法第４条の規定による許可後の計画変更承認申請に対する意 

            見について 

日程第４  議案第４号 農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請に対する意 

            見について 

日程第５  議案第５号 農地法第４条の規定による許可申請に対する意見について 

日程第６  議案第６号 農地法第５条の規定による許可申請に対する意見について 

日程第７  議案第７号 農用地利用集積計画の決定について 

日程第８  議案第８号 農用地利用配分計画案に対する意見について 

日程第９  報告第１号 農地法第18条第６項の規定による通知について 

日程第１０ 報告第２号 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の中途解約に係る通知に 

            ついて 

日程第１１ 報告第３号 農地法施行規則第29条第１項に関する農地転用の届出について 

日程第１２ 報告第４号 農地法の許可を要しない農地等の権利取得の届出について 

 

１．出席委員は16名で、その氏名は下記のとおり 

    １番  林        浩      ２番  平  川  君  子 

    ３番  石  橋  清  勝      ４番  鈴  木     清 

    ６番  遠  藤     宏      ７番  寺  島  美  幸 

    ８番  片  野  壽  夫      ９番  海 老 澤     武 

   １０番  冨  澤  克  彦     １１番  飯  森     孝 

   １２番  髙  松  多 可 史     １４番  菅  谷  樹  雄 

   １５番  林     藤  江     １７番  大  堀     潔 

   １８番  栗  林  利  男     １９番  伊  藤     寛 

 

１．欠席委員は１名、その氏名は下記のとおり 
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   １３番  鵜  澤  幹  司 

 

   事務局職員出席者 

  事務局長 椎  名  正  志    管理班長 石  毛  明  子 

  農地班長 滑  川  典  文    主  査 玉  造  浩  之 

  主  査 髙  橋  亮 太 郎 
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開会 午後 ３時０５分 

議  長 まず、本日の出席委員の確認をいたします。 

  本日の出席委員は、16名です。欠席委員は、13番 鵜澤幹司委員でございます。 

  したがいまして、総会は人数的には成立をしております。 

議  長 それでは、ただいまから、令和３年度第13回農業委員会総会を開会いたします。 

  これより、会議に入ります。 

  審議のほど、よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

◎議事録署名委員の選任 

議  長 最初に、議事録署名委員の選出をいたします。 

  議長指名とさせていただきたいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 異議なしと認めます。 

  それでは、２番 平川君子委員、15番 林 藤江委員を指名いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

◎議案の提出 

議  長 本日の提出議案について、お諮りをいたします。 

  日程第１ 議案第１号ないし日程第12 報告第４号をご提案申し上げます。 

  これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 異議なしと認めます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

◎日程第１ 議案第１号 

議  長 日程第１ 議案第１号を議題といたします。 

  事務局より、議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局農地班長 議案第１号 農地法第３条の規定による許可について。下記のとおり農地

法第３条の規定による許可申請書の提出があったので、許可について審議を求める。令和
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４年３月29日提出、香取市農業委員会会長 伊藤 寛。 

  議案の概要を説明します。 

  ページは、１ページから６ぺージで、整理番号は１番から10番です。 

  整理番号１番は、親子間による使用貸借権の再設定です。 

  整理番号２番、３番は、それぞれ耕作の利便を図り、農業経営の合理化を進めるため、

交換による所有権移転をするものです。 

  整理番号４番と10番は、農地が譲受人の自作地近くであることから、売買により所有権

移転をするものです。 

  整理番号５番、譲渡人が相続財産処分のため、贈与により所有権移転をするものです。 

  整理番号６番は、既存法人が農地所有適格法人以外の法人として農業経営に参入するた

め、賃借権の設定をするものです。 

  整理番号７番及び８番は、関連案件で、譲受人が新規就農のため農地を賃借するもので

す。 

  整理番号９番は、譲渡人が遠方に住んでおり耕作できないため、売買により譲受人に所

有権移転をするものです。 

  以上、10件でございます。 

  ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議  長 次に、事前審査会の報告をお願いします。 

  第１班 班長 林 藤江委員。 

１５番林委員 去る３月22日、火曜日午後１時30分より市役所301会議室において、第１班

の事前審査会を開催しました。 

  提出されました農地法第３条の案件は10件であります。 

  案件については、書類及び写真により審査を実施しました。 

  それでは、審査結果について報告いたします。 

  議案第１号の案件については、農地法第３条第２項規定の不許可の項目に該当せず、全

部効率利用要件、農作業常時従事要件、下限面積要件、地域との調和要件を満たしており、

権利取得後も適切な管理が行われるものと考えます。 

  したがって、許可が妥当であるとの結論に達しました。 

  詳細につきましては、担当農業委員さんより説明をお願いします。 

議  長 ありがとうございました。 

  次に、担当委員の意見を伺います。 
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  整理番号１番について、１番 林 浩委員。 

１番林委員 整理番号１番について、木内推進委員と現地調査等を行った結果を説明いたし

ます。 

  この申請は、父が経営移譲年金を受給するため、子に使用貸借権の再設定を行うもので

あります。 

  したがって、今後も農地の良好な維持管理が可能であり、許可が妥当と判断いたします。 

  以上、調査報告を終わります。 

議  長 整理番号２番、３番の２件について、６番 遠藤 宏委員。 

６番遠藤委員 整理番号２番、３番について、関連がありますので一括して現地調査等を行

った結果を説明いたします。 

  熱田推進委員には電話等で連絡いたしました。 

  この申請は、お互いに耕作利便性の向上により農業経営の合理化を図られることから、

交換による所有権移転をするものです。 

  交換により耕作の利便性が図れるため、今後も良好な維持管理が行われると思われるこ

とから、取得要件も満たしており、許可が妥当と判断いたしました。 

  以上です。 

議  長 整理番号４番、５番の２件について、８番 片野壽夫委員。 

８番片野委員 整理番号４番について、現地調査等を行った結果を説明いたします。 

  この申請の譲受人は、自宅から近い農地を取得し、規模拡大を図りたい意向があり、親

戚である譲渡人と売買による所有権移転の協議が調ったものです。 

  このことから、所有権移転後も農地の良好な維持管理が行われると思われます。したが

って、取得要件を満たしており、許可は妥当と判断いたします。 

  続きまして、整理番号５番について、五喜田推進委員と現地調査等を行った結果を説明

いたします。 

  この申請の譲渡人は、相続で取得したものの、農業経営を行っていないため、農地を処

分したい意向があり、今まで農地の管理をしていた甥である譲受人と贈与による所有権移

転の協議が調ったものです。 

  親族間の贈与であり、今後も適正な農地の維持管理が行われると思われることから、取

得要件を満たしており、許可は妥当と判断いたします。 

  以上、調査報告を終わります。 

議  長 整理番号６番、７番、８番の３件について、９番 海老澤 武委員。 
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９番海老澤委員 整理番号６番について、現地調査等を行った結果を説明いたします。 

  この申請は、譲受人が農業経営に参入するため、農地所有適格化法人以外の法人、農地

法第２条第３項に規定する要件として、譲渡人の農地に賃借権の設定を行うものでありま

す。 

  譲渡人は主に〇〇、〇〇などの販売を行っている法人で、申請地では○○○○○の作付

計画があり、〇〇市の市場などに販売計画で、５年後の経営面積は１haを目標としていま

す。 

  農業経営の実施計画書も、香取農業事務所において指導を受けながら計画を立てており、

その内容においても適正であり、賃借権設定後も良好な維持管理が行われると思われるこ

とから、取得要件を満たしており、許可が妥当と判断いたします。 

  次に、整理番号７番及び８番について、現地調査等を行った結果を説明いたします。ま

た、譲受人が同一であるため、一括して説明いたします。 

  この申請は、譲受人が農業経営に参入するため、譲渡人の農地に賃借権の設定を行うも

のです。譲受人は○○○○○の作付計画があり、〇〇市の○○○○に販売計画で、５年後

の経営面積は１haを目標としています。 

  農業経営の実施計画書も、香取農業事務所において指導を受けながら計画を立てており、

その内容においても適正であり、賃借権設定後も良好な維持管理が行われると思われるこ

とから、取得要件を満たしており、許可が妥当と判断いたします。 

  以上、調査報告を終わります。 

議  長 整理番号９番について、14番 菅谷樹雄委員。 

１４番菅谷委員 整理番号９番について、菅谷裕志推進委員と現地調査等を行った結果を説

明いたします。 

  この申請は、譲渡人の住所地から遠隔地であり、農地の管理ができないため、農地は処

分したい意向があり、親戚である譲受人と売買による所有権移転の協議が調ったものです。 

  申請地は、譲受人の自作地から近く、通作に支障がないことから、所有権移転後も農地

の良好な維持管理が行われると思います。 

  したがって、取得要件を満たしており、許可が妥当と判断いたします。 

  以上、調査報告を終わります。 

議  長 整理番号10番については、私の案件でありますので、議事進行の都合上、事務局

より意見書の代読をお願いします。 

事務局主査 それでは、整理番号10番について、現地調査等を行った結果について代読いた
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します。 

  この申請の譲受人は、自作地から近い農地を取得して規模拡大を図りたい意向があり、

親戚である譲渡人と売買による所有権移転の協議が調ったものであります。 

  このことから、所有権移転後も農地の良好な維持管理が行われると思われます。 

  したがって、取得要件を満たしており、許可が妥当と判断いたします。 

  以上、調査報告を終わります。 

議  長 ありがとうございます。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長 質疑なしと認めます。 

  次に、採決いたします。 

  議案第１号は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第１号は、原案のとおり決定いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

◎日程第２ 議案第２号 

議  長 日程第２ 議案第２号を議題といたします。 

  事務局より、議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局農地班長 議案第２号 農地法第５条の規定による許可処分の取消願について。下記

のとおり農地法第５条の規定により許可処分取消願の提出があったので、県への通知につ

いて審議を求める。令和４年３月29日提出、香取市農業委員会会長 伊藤 寛。 

  議案の概要を説明します。 

  ページは７ページで、整理番号は１番です。 

  整理番号１番、売買契約を解除したため、取消しをするものです。 

  以上１件でございます。 

  ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議  長 次に、事前審査会の報告をお願いします。 

  第１班 班長 林 藤江委員。 
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１５番林委員 事前審査会の審査結果について報告いたします。 

  提出されました農地法第５条の規定による許可処分の取消願は１件であります。 

  案件については、書類及び写真等により、審査を行った結果、農地法第５条の規定によ

る許可処分の取消しが妥当であるとの結論に達しました。 

  詳細につきましては、担当委員より説明をお願いします。 

議  長 次に、担当委員の意見を伺います。 

  整理番号１番について、４番 鈴木 清委員。 

４番鈴木委員 整理番号１番について説明します。 

  本件は、令和２年９月23日付で建売住宅用地への転用許可を受けているものであります

が、予定していた建築資材などの調達ができなくなり、売買契約を解除したため、許可取

消しを願い出たものです。 

  また、現況は農地のままであり、理由も妥当であるため、許可取消しはやむを得ないも

のと判断しました。 

  以上です。 

議  長 これより質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長 質疑なしと認めます。 

  次に、採決いたします。 

  議案第２号は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第２号は、取消相当として進達することに決定いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

◎日程第３ 議案第３号 

議  長 日程第３ 議案第３号を議題といたします。 

  事務局より、議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局農地班長 議案第３号 農地法第４条の規定による許可後の計画変更承認申請に対す

る意見について。下記のとおり農地法第４条の規定による許可後の計画変更承認申請書の

提出があったので、県への通知に係る意見について審議を求める。令和４年３月29日提出、
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香取市農業委員会会長、伊藤 寛。 

  議案の概要を説明します。 

  ページは、８ページです。整理番号は１番です。 

  整理番号１番、太陽光発電の固定価格買取り認定期間継続に伴う営農型太陽光発電事業

の一時転用期間延長の申請です。 

  以上、１件でございます。 

  ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議  長 次に、事前審査会の報告をお願いします。 

  第１班 班長 林 藤江委員。 

１５番林委員 事前審査会の審査結果について、報告いたします。 

  提出されました農地法第４条計画変更承認申請の案件は１件です。 

  書類等で審査した結果、申請の用途に供することの確実性については、問題ないとの意

見でした。 

  したがって、議案第３号については、農地法第４条計画変更承認申請の要件を満たして

いるものと考えられ、承認相当の意見進達が妥当であるとの結論に達しました。 

  詳細につきましては、担当農業委員より説明をお願いします。 

議  長 次に、担当委員の意見を伺います。 

  整理番号１番について、７番 寺島美幸委員。 

７番寺島委員 整理番号１番について、現地調査等を行った結果を説明いたします。 

  飛ケ谷推進委員には電話で連絡してあります。 

  場所は、〇〇〇〇〇〇線を○○方面へ向かい、〇〇〇〇〇〇を過ぎて○○の信号を右折

し、坂を上り切った左側になります。 

  本件は、譲受人は申請地で令和４年５月20日まで営農型太陽光発電施設用地としての一

時転用許可を受けておりますが、太陽光発電施設の固定価格買取り期間が継続するため、

一時転用期間を延長するものです。 

  なお、下部農地での営農も支障なく継続しており、特に問題はないものと判断いたしま

した。 

  以上、調査報告を終わります。 

議  長 これより質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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議  長 質疑なしと認めます。 

  次に、採決いたします。 

  議案第３号は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第３号は、承認相当との意見を附して進達することに決定いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

◎日程第４ 議案第４号 

議  長 日程第４ 議案第４号を議題といたします。 

  事務局より、議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局農地班長 議案第４号 農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請に対す

る意見について。下記のとおり農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請書の

提出があったので、県への通知に係る意見について審議を求める。令和４年３月29日提出、

香取市農業委員会会長 伊藤 寛。 

  議案の概要を説明します。 

  ページは、９ページから10ページで、整理番号は１番から６番です。 

  整理番号１番から６番は関連案件で、太陽光発電の固定価格買取り認定期間継続に伴う

営農型太陽光発電事業の一時転用期間延長の申請です。 

  以上、６件でございます。 

  ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議  長 次に、事前審査会の報告をお願いします。 

  第１班 班長 林 藤江委員。 

１５番林委員 事前審査会の審査結果について報告いたします。 

  提出されました農地法第５条計画変更承認申請の案件は６件であります。 

  書類で審査した結果、申請の用途に供することの確実性については問題ないとの意見で

した。 

  したがって、議案第４号については、農地法第５条計画変更承認申請の要件を満たして

いるものと考えられ、承認相当の意見進達が妥当であるとの結論に達しました。 

  詳細につきましては、担当農業委員より説明をお願いします。 

議  長 次に、担当委員の意見を伺います。 
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  整理番号１番について、１番 林 浩委員。 

１番林委員 整理番号１番について、現地調査等を行った結果を説明します。 

  場所は、〇〇道路の周辺から南西へ〇㎞ほど行った〇〇〇〇〇〇の手前です。 

  本件は、譲受人は申請地で令和４年５月20日まで営農型太陽光発電施設用地としての一

時転用許可を受けておりますが、太陽光発電施設の固定価格買取り期間が継続するため、

一時転用期間を延長するものです。 

  なお、下の農地での営農も支障なく継続しており、特に問題はないと判断しました。 

  以上、調査報告を終わります。 

議  長 整理番号２番、３番、４番の３件について、７番 寺島美幸委員。 

７番寺島委員 整理番号２番について、現地調査等を行った結果を説明いたします。 

  なお、整理番号３番と４番は関連案件ですので、一括して説明いたします。 

  場所は、〇〇〇が行われる市民グラウンドを背にして、〇〇〇〇〇〇を直進し、〇〇ｍ

ほど先、右側になります。〇〇〇〇〇〇○○○の裏手になります。 

  本件は、譲受人は申請地で令和４年５月20日まで営農型太陽光発電施設用地としての一

時転用許可を受けておりますが、太陽光発電施設の固定価格買取り期間が継続するため、

一時転用期間を延長するものです。 

  なお、下部農地での営農も支障なく継続しており、特に問題はないものと判断いたしま

した。 

  以上、調査報告を終わります。 

議  長 整理番号５番、６番の２件について、13番 鵜澤幹司委員でございますが、本日

欠席のため、事務局より意見書の代読をお願いします。 

事務局主査 代読させていただきます。 

  整理番号５番について、現地調査等を行った結果をご説明します。 

  なお、整理番号６番は関連案件ですので、一括して説明いたします。 

  場所は、整理番号５番は〇〇〇〇より南東へ〇.〇㎞に位置し、整理番号６番は〇〇〇

〇〇〇とより西へ○○ｍに位置しております。 

  本件は、譲受人は申請地で令和４年５月20日まで営農型太陽光発電施設用地としての一

時転用許可を受けておりますが、太陽光発電施設の固定価格買取り期間が継続するため、

一時転用期間を延長するものです。 

  なお、下部農地での営農も支障なく継続しており、特に問題はないものと判断しました。 

  以上、調査報告を終わります。 
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議  長 ありがとうございました。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長 質疑なしと認めます。 

  次に、採決いたします。 

  議案第４号は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第４号は、許可相当との意見を附して進達することに決定いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

◎日程第５ 議案第５号 

議  長 日程第５ 議案第５号を議題といたします。 

  事務局より、議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局農地班長 議案第５号 農地法第４条の規定による許可申請に対する意見について。

下記のとおり農地法第４条の規定による許可申請書の提出があったので、県への通知に係

る意見について審議を求める。令和４年３月29日提出、香取市農業委員会会長 伊藤 寛。 

  議案の概要を説明します。 

  ページは11ページで、整理番号は１番です。 

  整理番号１番、転用目的は専用住宅用地です。 

  申請地の農地区分は、都市計画用途地域の第二種住居地域のため、第３種農地です。 

  以上、１件でございます。 

  ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議  長 次に、事前審査会の報告をお願いいたします。 

  第１班 班長 林 藤江委員。 

１５番林委員 事前審査会の審査結果について報告いたします。 

  提出されました農地法第４条の案件は１件であります。 

  書類等で審査した結果、農地法第４条許可申請の要件を満たしているものと考えられ、

申請の用途に供することの確実性についても問題なく、許可相当の意見進達が妥当である

との結論に達しました。 
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  詳細につきましては、担当農業委員より説明をお願いします。 

議  長 次に、担当委員の意見を伺います。 

  整理番号１番について、９番 海老澤 武委員。 

９番海老澤委員 整理番号１番について、坂本推進委員と現地調査を行った結果を説明しま

す。 

  場所ですが、〇〇〇〇〇〇を右手に見て〇〇〇〇方面へ向かうと、１つ目の信号脇に〇

〇〇〇があります。その裏側になります。 

  本件の申請人は、現在実家で暮らしていますが、手狭であるため、申請地に専用住宅を

建築するものです。 

  申請地では、埋立て等は行いません。 

  排水は、雨水を敷地内で浸透処理し、汚水・雑排水は公共下水道へ接続し、放流します。 

  また、隣接する農地とは高低差もないため、土砂等流出のおそれはありません。 

  なお、申請地は土地改良区などの受益地ではなく、資金計画も妥当であるため、転用の

確実性があり、周辺農地の営農に支障を生じるおそれもなく、特に問題はないものと判断

しました。 

  以上、調査報告を終わります。 

議  長 これより質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長 質疑なしと認めます。 

  次に、採決いたします。 

  議案第５号は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第５号は、許可相当との意見を附して進達することに決定いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

◎日程第６ 議案第６号 

議  長 日程第６ 議案第６号を議題といたします。 

  事務局より、議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局農地班長 議案第６号 農地法第５条の規定による許可申請に対する意見について。
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下記のとおり農地法第５条の規定による許可申請書の提出があったので、県への通知に係

る意見について審議を求める。令和４年３月29日提出、香取市農業委員会会長 伊藤 寛。 

  議案の概要を説明します。 

  ページは、12ページから15ページで、整理番号は１番から10番です。 

  整理番号１、２、５、７番は、転用目的は専用住宅用地、権利の内容は、整理番号１、

２、５番が所有権移転、整理番号７番は使用貸借権設定です。 

  申請地の農地区部は、１、２、５番は第１種農地でありますが、不許可例外事由Ｉに推

定されます。７番は、都市計画用途地域の第一種住居地域のため、第３種農地です。 

  整理番号３番、４番は関連案件で、転用目的は、３番は農地造成で、４番はその土砂の

搬入路用地の一時転用の申請です。 

  権利の内容は、いずれも賃借権設定です。 

  申請地の農地区分は、３番は農業公共投資の対象となっていない小集団の農地と考えら

れ、第２種農地に推定されます。４番は、農用地区域内の農地でありますが、不許可例外

事由Ｃに推定されます。 

  整理番号６番は、転用目的は農業用施設用地で、権利の内容は賃借権設定です。 

  申請地の農地区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団の農地と考えられ、第

２種農地に推定されます。 

  整理番号９番、転用目的は共同住宅用地で、権利の内容は所有権移転です。 

  申請地の農地区分は、都市計画用途地域の第一種中高層住居専用地域のため、第３種農

地です。 

  整理番号10番、転用目的は資材置場用地で、権利の内容は賃借権設定です。 

  申請地の農地区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団の農地と考えられ、第

２種農地に推定されます。 

  以上、９件でございます。 

  ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議  長 次に、事前審査会の報告をお願いいたします。 

  第１班 班長 林 藤江委員。 

１５番林委員 事前審査会の審査結果について報告いたします。 

  提出されました農地法第５条の案件は、１件取下げがありましたので９件となります。 

  書類で審査した結果、農地法第５条許可申請の要件を満たしているものと考えられ、申

請の用途に供することの確実性についても問題なく、許可相当の意見進達が妥当であると
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の結論に達しました。 

  詳細につきましては、担当農業委員さんより説明をお願いいたします。 

議  長 次に、担当委員の意見を伺います。 

  整理番号１番、２番の２件について、１番 林 浩委員。 

１番林委員 整理番号１番について、現地調査等を行った結果を説明します。 

  なお、整理番号２番は同一事業ですので、一括して説明します。 

  場所は、県道○○号線沿いの○○○の近くです。 

  本件は、譲受人は現在実家住まいですが、手狭であるため、申請地に専用住宅を新築す

るものです。 

  申請地では、埋立て等は行いません。 

  排水については、雨水は敷地内で浸透処理し、汚水・雑排水は合併浄化槽で処理後、蒸

発拡散システムにより敷地内にて処理します。 

  また、隣接する農地とは高低差がないため、土砂等流失のおそれはありません。 

  なお、申請地は土地改良区などの受益地ではなく、資金計画も妥当であるため、転用の

確実性があり、周辺農地の営農に支障を生じているおそれもなく、特に問題はないものと

判断しました。 

  以上、調査報告を終わります。 

議  長 整理番号３番、４番、５番の３件について、２番 平川君子委員。 

２番平川委員 整理番号３番について、伊東推進委員と現地調査等を行った結果を説明しま

す。 

  なお、６ページの整理番号４番は、関連案件ですので、一括して説明いたします。 

  場所は、国道○○号線○○に向かい、〇〇〇〇〇〇入口の信号を左に入り、〇〇〇〇の

前の道を左に２、３㎞入った右側になります。 

  本件の譲受人は、旭市に所在する土木・建設工事業などを営む法人です。 

  本件は、申請地の現況は田でありますが、南側に隣接する田からは約２ｍほどの高さの

法面があり、他３方は山林となっているため、農業用機械が入れず長い間耕作放棄されて

います。このため、申請地を効率的な耕作を行える農地にするために、土地所有者から同

意を得て北側の畑と同じ高さまで土砂等により盛り土を行い、またこの造成を行うため、

近接する農地を搬入路として一時的に利用するものです。 

  盛り土に用いる土砂は、〇〇町及び○○市からの土砂で合計9,739㎥となり、覆土に用

いる土砂は○○町に所在する畑の表土を用い、厚さは１ｍとなります。 
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  造成は、高さを合わせる北側の畑と申請地との間にある山林866㎡と一体で行い、平均

高は、5.69ｍとなります。 

  法面勾配は、30度以下とし、法尻にＨ鋼で土留めを行います。 

  排水は、申請地の法肩に幅30㎝、深さ15㎝の土側溝を掘り、南東部に設置する面積５㎡、

深さ１ｍの調整池に誘導し、浸透処理となります。 

  造成後は、申請地より約○○ｍほどの距離に居住している地元のサツマイモ農家が、こ

の申請地を北側にある自己所有の畑と一体でサツマイモの作付けを計画しております。 

  造成の効果ですが、申請地は現況では農業用機械が入れないため、造成後は北側の畑と

一体利用することとなり、耕作条件が良くなると思われます。 

  また、３方が山林で農業用機械も入れないため、造成後は収量の増加が見込まれます。 

  申請地の面積は、866㎡ですが、造成後は北側の畑との間にある山林の一部も畑として

一体利用するため、1,238㎡ほどの耕作面積になる予定です。 

  造成による周辺農地への影響は、田が南側にあり、この農地への影響ですが、日照は北

側への盛り土であること、また、農道、水路も申請地にはないため、悪影響を与えること

はないと考えられます。 

  他の法令手続きにつきましては、埋立てについて香取市小規模埋立て等に関する条例の

規定による許可申請が市環境部局で受付されています。 

  この中で、盛り土で利用される土砂等の内容についての確認がされます。 

  また、条例に基づき必要な隣接土地所有者からの同意書を取得しており、併せて周囲の

住民へ小規模埋立て事業の説明を個別に行い、必要な範囲の住民より埋立て事業の承諾書

を取得しています。 

  なお、資力については、残高証明等により必要な資金について確認ができ、造成の施工

後に被害等が生じた場合、譲受人である法人が対応する旨、確約書が提出されており、他

の業者による工事の復旧工事実績もあるため、対応ができるものと思われます。 

  以上より、申請地で、土砂等の利用により農地造成を行う一時転用は、妥当であると判

断いたしました。 

  以上、調査報告を終わります。 

  続きまして、整理番号５番について、現地調査等を行った結果を説明します。 

  本件は、譲受人は現在アパート住まいですが、手狭であるため、専用住宅を建築するも

のです。 

  申請地では、埋立て等は行いません。 
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  排水については、雨水は敷地内で浸透処理し、汚水・雑排水は合併浄化槽で処理後、隣

接地にある実家の既設排水ますに接続し、道路側溝へ放流します。 

  また、隣接する農地との境界にコンクリートブロックを設け、土砂等の流出を防止しま

す。 

  なお、申請地は土地改良区などの受益地ではなく、資金計画も妥当であるため、転用の

確実性があり、周辺農地の営農に支障を生じるおそれもなく、特に問題ないと思います。 

  以上、調査報告を終わります。 

議  長 整理番号６番について、８番 片野壽夫委員。 

８番片野委員 整理番号６番について、五喜田推進委員と現地調査等を行った結果をご説明

いたします。 

  まず、場所ですが、〇〇方面に向かいまして〇.〇㎞ほど行きますと〇〇〇〇〇があり

ます。これを直進して○○ｍほど行った右手奥になります。 

  本件は、譲受人は市内に所在する○○○の〇〇〇〇〇〇を営む法人ですが、需要が増え、

既存の集荷・加工施設では足りなくなったため、既存施設の隣接地である申請地に〇〇〇

〇〇〇○○○施設１棟及びこれに附帯する倉庫、資材置場及び従業員用の駐車場を設ける

ものです。 

  申請地では、埋立て等は行いません。 

  排水は雨水のみで、敷地内で浸透処理し、隣接する農地とは高低差がないため、土砂等

の流出のおそれはありません。 

  なお、申請地は土地改良区などの受益地ではなく、資金計画も妥当であるため、転用の

確実性があり、周辺農地の営農に支障を生じるおそれもなく、特に問題ないものと判断い

たしました。 

  以上、調査報告を終わります。 

議  長 整理番号７番、９番の２件について、11番 飯森 孝委員。 

１１番飯森委員 整理番号７番について、髙木推進委員と現地調査等を行った結果を説明し

ます。 

  場所は、〇〇〇〇〇から東へ○○ｍぐらい行ったところに国道○○号線があります。そ

こを右折し○○ｍ先でまた左折し、その〇〇ｍ先の右側になります。 

  本件は、譲受人は現在○○で暮らしていますが、高齢になった両親の世話を近くで見る

ため、実家近くに専用住宅を建築するものです。 

  申請地は畑として利用しているため、埋立て等は行いません。 
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  排水は、雨水は敷地内で浸透処理し、汚水・雑排水は公共下水道へ接続し、放流します。 

  また、隣接する農地との境界にコンクリートブロックを設け、土砂等の流出を防止しま

す。 

  なお、申請地は〇〇〇〇〇〇○○○○より転用同意を受けており、資金計画も妥当であ

るため、転用の確実性があり、周辺農地の営農に支障を生じるおそれもなく、特に問題は

ないものと判断しました。 

  続きまして、整理番号９番について、髙木推進委員と現地調査等を行った結果を説明し

ます。 

  場所は、〇〇〇〇〇〇から〇〇〇〇〇〇の交差点、陸橋の下をくぐり、約○○ｍぐらい

行った先の左側になります。 

  本件は、譲受人は○○市に在住しておりますが、周辺の住環境が整っており居住の需要

が見込める立地である申請地を有効活用し、安定収入を得るため、共同住宅を３棟建築す

るものです。 

  申請地では、道路と高さを合わせるため、山砂にて埋立てを行います。 

  排水は、雨水は敷地内で集水し、既設の側溝へ放流し、汚水・雑排水は公共下水道へ接

続し、放流します。 

  また、隣接する農地との境界にコンクリート擁壁を設け、土砂等の流出を防止します。 

  なお、申請地は〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇より転用同意を受けており、資金計画も妥当であ

るため、転用の確実性があり、周辺農地の営農に支障を生じるおそれもなく、特に問題は

ないものと判断しました。 

  以上、調査報告を終わります。 

議  長 整理番号10番について、14番 菅谷樹雄委員。 

１４番菅谷委員 整理番号10番について、宇井推進委員と現地調査等を行った結果を説明し

ます。 

  場所は、〇〇〇〇〇〇〇〇交差点から〇〇〇〇方面へ○○ｍほど行った右側です。 

  本件は、譲受人は市内で住宅設備等の事業を営んでいますが、現在、事業用の資材置場

がなく、自宅の敷地に置いており、手狭となっているため、事業所より至近距離である申

請地を事業用資材置場とするものです。 

  申請地では、埋立て等は行いません。 

  排水は、雨水のみで、敷地内で浸透処理し、隣接する農地との境界に土留めを設けるこ

とで土砂等の流出を防止します。 
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  なお、申請地は土地改良区などの受益地ではなく、資金計画も妥当であるため、転用の

確実性があり、周辺農地の営農に支障を生じるおそれもなく、特に問題はないものと判断

しました。 

  以上、調査報告を終わります。 

議  長 これより質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長 質疑なしと認めます。 

  次に、採決いたします。 

  議案第６号は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第６号は、許可相当との意見を附して進達することに決定いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

◎日程第７ 議案第７号 

議  長 日程第７ 議案第７号を議題といたします。 

  事務局より、議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局農地班長 議案第７号 農用地利用集積計画の決定について。下記のとおり農業経営

基盤強化促進法第18条第１項の規定による農用地利用集積計画の決定について審議を求め

る。令和４年３月29日提出、香取市農業委員会会長 伊藤 寛。 

  議案については、ページは16ページから65ページで、整理番号は１番から104番です。 

  議案内容の概要については、付属資料のとおりです。 

  以上104件については、農業経営基盤強化促進法第18条第３項の各要件を満たしている

と考えます。 

  ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議  長 議案第７号については、農業委員会等に関する法律第31条の規定に基づく議事参

与の制限に係る事案がありますので、当該事案を分離して審議いたします。 

  まず、議案第７号 整理番号58番、59番、60番の３件について、審議をいたします。 

  審議が終了するまでの間、〇〇番 〇〇〇〇〇委員の退場を求めます。 

（○○番 〇〇〇〇〇委員 退場） 



－21－ 

議  長 これより質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長 質疑なしと認めます。 

  次に、採決いたします。 

  議案第７号 整理番号58番、59番、60番の３件は、原案のとおり決定することに、ご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第７号 整理番号58番、59番、60番の３件は、原案のとおり決定をいたし

ます。 

  12番 髙松多可史委員の入場を許可します。 

（○○番 〇〇〇〇〇〇員 入場・着席） 

議  長 次に、ただいま分離して審議した議案第７号 整理番号58番、59番、60番の３件

を除く101件について、審議をいたします。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長 質疑なしと認めます。 

  次に、採決いたします。 

  ただいま分離して審議した議案第７号 整理番号58番、59番、60番の３件を除く101件

について、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 異議なしと認めます。 

  よって、ただいま分離して審議した議案第７号 整理番号58番、59番、60番の３件を除

く101件は、原案のとおり決定をいたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

◎日程第８ 議案第８号 

議  長 日程第８ 議案第８号を議題といたします。 

  事務局より、議案の朗読と説明をお願いします。 
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事務局農地班長 議案第８号 農用地利用配分計画案に対する意見について。下記のとおり

農地中間管理事業の推進に関する法律第19条第３項の規定による農用地利用配分計画案に

対する意見を求める。令和４年３月29日提出、香取市農業委員会会長 伊藤 寛。 

  議案については、ページは66ページから79ページで、整理番号は１番から25番です。 

  議案内容の概要については、付属資料のとおりです。 

  以上、25件については、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第４項の各要件を

満たしていると考えます。 

  ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議  長 それでは、これより質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長 質疑なしと認めます。 

  次に、採決いたします。 

  ただいま審議した議案第８号は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第８号は、原案のとおり決定いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

◎日程第９ 報告第１号 

議  長 これより報告事項に入ります。 

  事務局から説明を求めます。 

事務局農地班長 報告第１号 農地法第18条第６項の規定による通知について。下記のとお

り農地法第18条第６項及び農地法施行規則第68条の規定による解約等の通知があったので

報告する。令和４年３月29日提出、香取市農業委員会会長 伊藤 寛。 

  通知は、５件です。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

◎日程第１０ 報告第２号 

事務局農地班長 報告第２号 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の中途解約に係る通

知について。下記のとおり農地法第18条第６項及び農地法施行規則第68条の規定による農
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用地利用集積計画（中途解約）の通知があったので報告する。令和４年３月29日提出、香

取市農業委員会会長 伊藤 寛。 

  通知は、31件です。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

◎日程第１１ 報告第３号 

事務局農地班長 報告第３号 農地法施行規則第29条第１号に関する農地転用の届出につい

て。下記のとおり農地法施行規則第29条第１号に関する農地転用の届出があったので報告

する。令和４年３月29日提出、香取市農業委員会会長 伊藤 寛。 

  届出は、２件です。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

◎日程第１２ 報告第４号 

事務局農地班長 報告第４号 農地法の許可を要しない農地等の権利取得の届出について。

下記のとおり農地法第３条の３第１項の規定による届出があったので報告する。令和４年

３月29日提出、香取市農業委員会会長 伊藤 寛。 

  届出は、１件です。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

◎閉  会 

議  長 以上、上程いたしました議案は全て審議が終了いたしました。慎重なる審議に対

しまして、厚くお礼申し上げます。 

  本日の総会は、これをもって閉会といたします。誠にありがとうございました。 

閉会 午後 ４時０３分 
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上記の会議の顚末を記載し、その相違なきことを証するために署名する。 
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